
日野市に転入（転出）した方
▶令和３年３月2５日以降に日野市に転入した方
対象 都内区市町村の選挙人名簿に登録されている方
投票所 都内前住所地の投票所
持ち物 日野市が発行する選挙用の「住民票の写し」、また
は日野市の住所の記載がある公的機関が発行した写真付き
の本人確認書類
▶�令和３年３月2５日以降に日野市から都内区市町村へ転出し
た方

対象 日野市の選挙人名簿に登録されている方
投票所 日野市内前住所地の投票所
持ち物 転出先の区市町村が発行する選挙用の「住民票の写
し」、または新住所地の記載がある公的機関が発行した写
真付きの本人確認書類

投票所でのお手伝い
▶ すべての投票所と期日前投票所で手話通訳を利用するこ

とができます。事前に選挙管理委員会事務局までご連絡
いただければ、お待たせすることなく指定の日時・場所
で手話通訳者が対応します。
▶ 身体が不自由であるなどにより、ご自分で文字が書けな

い方は係員が代筆する「代理投票」の制度があります。
▶ 目の不自由な方は点字で投票することができます。
▶ 投票所には車椅子、筆談機、コミュニケーションボード

を備えています。

日野市で投票できる方
　平成１５年７月５日までに生まれた方で、令和３年３月２４日ま
でに日野市の住民基本台帳に登録され、投票日まで引き続
き日野市に住んでいる方です。

市内で転居した方
　令和３年6月７日までに転居届を提出した方は新しい住所
地の投票所で、6月８日以降に転居届を提出した方は従前の
投票所で投票してください。

期日前投票
　投票日当日に投票所に行けない方は、期日前投票をご利
用ください。お手元に投票所入場券が届いている方は、裏
面の「宣誓書（兼請求書）」に必要事項を記載の上、期日前投
票所にご持参ください。なお、最終日は大変な混雑が予想
されますのでご注意ください。

問 選挙管理委員会事務局（☎５１４-８８06 senkan@city.hino.lg.jp）1014356ID

東京都議会議員選挙7月4日㈰ 7:00～20:00
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時間別投票状況
（令和3年市長選挙　全投票所分）

新型コロナウイルス感染予防対策
　選挙管理委員会では、選挙人の皆さまが安心して投票
できるよう、以下の感染症予防対策を行います。
１　 投票所出入り口に手指消毒用アルコールの用意
2　 投票所係員のマスク着用
3　 投票所内の定期的な換気
4　 筆記用具や投票記載台の消毒

　感染防止のために選挙人の皆さまのご理解・ご協力を
お願いします。
１　  受付や投票の際は、他の選挙人の方から間隔を空け

てお並びください。
2　 投票の際はマスクの着用やせきエチケットなどのご

配慮をお願いします。
3　 右図は前回日野市長選挙の時間別投票者数のグラフ

です。混雑する時間帯を避けて投票をお願いします。

投票状況と開票速報
　投票状況と開票速報は市 HP  をご覧ください。投票状況の発表時間は９:00、１２:00、１５:00、１８:00、２0:00（最
終）です。
　なお、集計作業に時間がかかり、ホームページの更新が遅れる場合があります。開票は、２１:00から市民
の森ふれあいホールで行います。

日程 会場 時間

6月26日㈯～
7月3日㈯ 市役所１階１0１会議室

８:３0～２0:00

6月28日㈪～
7月3日㈯

七生公会堂１階
七生福祉センター

イオンモール多摩平の森３階
イオンホール １0:00～２0:00

▲市 HP

街頭広報活動

作文コンテスト

中学生対象の啓発

パネル展

　更生保護活動について、理解と協力を求めるため、
例年7月にイオンモール多摩平の森外周などで街頭
広報活動を行っています。
　令和3年は新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、中止となりました。

　東京都推進委員会では小学生と中学生に、この運
動の理解を深めてもらうことを目的として、作文コ
ンテストを実施します。募集案内を各小・中学校宛
てに送付しますので、たくさんの応募をお待ちして
います。

　中学2年生を対象に、犯罪や非行の予防と更生保
護について啓発を行います。保護司が各中学校で、
少年犯罪の実態や審判の流れ、保護観察の仕組み、
保護司の役割などを説明します。
　令和3年は新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め、秋以降の実施を検討しています。

　日野・多摩・稲城地区保護司会で行われている活
動をパネルで紹介します。
日時 ７月１２日㈪～２0日㈫８:３0～１７:１５
会場 市役所１階市民ホール

日野・多摩・稲城地区保護司会とは

７月は社会を明るくする運動強調月間
犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ

1003805ID 　問 総務課（☎５１４-８１２８）、サポートセンター百草台（☎５９３-0９５0）

　「社会を明るくする運動」は犯罪や非行のない地域社会を築くための全国的な運動です。
　7月を強調月間として、「犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ」を重点項目に掲げ、犯罪や非
行のない地域づくりを目指し活動します。
　市では、市長が推進委員長となり、保護司会や更生保護女性会が、さまざまな活動をします。

　日野・多摩・稲城の3市が一つになって構成された地区保護
司会です。各分区が地域性を生かし特色ある更生保護活動を行
っています。
　保護司は、法務大臣から委嘱されたボランティアで、全国に
約46,000人います。日野・多摩・稲城地区保護司会では、日野
分区29人、多摩分区26人、稲城分区21人の保護司が活動してお
り、給与は支給されず、活動にかかる交通費だけ支給されます。
　保護司の活動は、保護観察を受けている人の立ち直りを支援
する「処遇活動」と、地域の方々に立ち直り支援への理解と協力
を求める「地域活動」の二つの活動で主に成り立っています。
　保護観察は、犯罪や非行をして保護観察を受けている人と月
2回程度面接をし、彼らの相談に乗ったり、約束事を守るよう
に指導を行っており、犯罪者処遇の専門家で、国の職員である

「保護観察官」と地域のボランティアである「保護司」が二人三脚
で行っています。
　また、地域活動として犯罪や非行のない地域社会を築くため、
毎年7月を強調月間として、“社会を明るくする運動”を行って
います。同運動において、住民向けの啓発イベントを開催する
など、さまざまな広報活動に積極的に取り組んでいます。 ▲いずれも令和元年度街頭広報活動の様子
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